
新潟市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略推進本部　部会の設置について

◎部会長

○副部会長
官民連携会議
（外部有識者）

統括：地域・魅力創造部長

（まちづくり）：技監 （総務）：総務部長 （財務）：財務部長

新潟市「まち・ひと・しごと創生」

総合戦略推進本部

（本部長：市長）

副本部長：副市長

資料１

・少子化対策 ・子育て支援

・出会いの場づくり

・ワークライフバランス

・大学等支援

など

◎福祉部長

○保健衛生部長

安心政令市総括理事

・まちづくり・公共交通

・住宅 ・空き家活用

・在宅介護医療

・教育 ・防災

など

◎都市政策部長

○建築部長

政策監統括

市民生活部長

◎部会長

○副部会長

・雇用創出 ・産業振興

・農業活性化 ・6次産業化
・12次産業化 ・多様な交流創造

・定住促進

など

官民連携会議
（外部有識者）

・25名程度
・庁内部会と連携

・適宜助言を行う

・官民プラットフォーム

形成

少子化対策部会安心暮らし部会 雇用創出・魅力発信部会

まち ひと しごと

（まちづくり）：技監 （総務）：総務部長 （財務）：財務部長

◎経済部長

○農林水産部長

地域・魅力創造部長
○保健衛生部長

安心政令市総括理事

市民生活部長

経済部長

東区長

秋葉区長

西区長

教育次長

教育次長

政策監統括

市民生活部長

危機管理防災局長

環境部長

福祉部長

地域包括ケア推進担当

保健衛生部長

土木部長

下水道部長

中央区長

江南区長

西蒲区長

消防局長

市民病院事務局長

教育次長

教育次長

水道局総務部長

○農林水産部長

地域・魅力創造部長

文化スポーツ部長

観光・国際交流部長

交流戦略担当

新潟国家戦略特区担当部長

建築部長

北区長

南区長

東京事務所長

事務局

政策調整課

新潟市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略本部 設置要綱（抜粋）

（部会の設置）

第６条 本部長が必要と認めたときは，部会を設置することができる。

２ 部会は，本部長から付託された事項を調査研究し，課題解決のための素案を作成し，本部会議へ報告する。この場合において，部会長は，

事前に統括及び他の部会長との協議を経なければならない。

３ 部会名，部会長，副部会長及び部会員は本部長が指名する。

４ 部会は，部会長が必要に応じて招集する。

５ 部会長は部会を総括し，副部会長は部会長を補佐し，部会長に事故あるときは，その職務を代行する。

７ 部会に幹事課を置く。

８ 部会長が必要と認めるときは，ワーキングチームを置くことができる。

９ ワーキングチームは，部会長から付託された事項を調査研究し，課題解決のための素案を作成し，部会へ報告する。

８ 部会長が必要と認めるときは，ワーキングチームを置くことができる。

９ ワーキングチームは，部会長から付託された事項を調査研究し，課題解決のための素案を作成し，部会へ報告する。


